
経費の積算にかかる留意点（案） 

 

「業務仕様書（案）」を熟読のうえ、以下の数量を参考とし、別紙の「経費積算内訳

書」の記載に従い、下記の各単価を見積もり、経費積算内訳書に1年間分および3年

間分の合計金額を記入してください。 

 

見積対象車両： 

業務仕様書の２．管理車両に記載の３台に係る業務 

 

管理車両走行距離： 

 資料１参照 

 

平日時間外管理時間、土休日管理日・時間、臨時管理日・時間： 

 資料２参照 

 

記 
 

１．平日管理料（月額基本管理料） 

 平日管理料（月額基本管理料）には、以下の業務にかかる直接人件費および自動

車保険料ならびに管理経費を含むものとする。 

（１） 運行の依頼・変更の受付、運行計画の策定、通知 

（２）運行およびこれに付帯すること 

（３）点検・整備 

（４）燃料購入・給油 

（５）通行料・ETC料金、駐車場代管理 

（６）備品・消耗品管理 

（７）事故対応および補償に関すること 

（８）自動車保険（任意保険）に関すること 

（９）行政事務に関すること 

（１０）その他前各号に付帯する事項 

（１１）管理経費（事務機器代（発注者が貸与するものを除く）、通信機器代（携帯

電話、通話料）を含む） 

 

備考 

（１）整備会社における車検・整備代（バッテリー交換、オイル交換、エアコン清

掃等を含む）については発注者の負担とし、平日管理料（月額基本管理料）

には含めない。 

（２）燃料代（実費）は受注者の立替払い請求により発注者が精算支給することと

し、平日管理料（月額基本管理料）には含めない。 

（３）通行料・ETC料金、駐車場代（実費）は受注者の立替払い請求により発注者

が精算支給することとし、平日管理料（月額基本管理料）には含めない。 

（４）備品・消耗品のうち、通常、管理車両に付帯、装備するもの（タイヤ、工具、

器具等）は発注者が負担する。アドブルーについては燃料代と同様、受注者



の立替払い請求により発注者が精算支給することとし、平日管理料（月額基

本管理料）には含めない。一方、日常の清掃のための一般的な消耗品にか

かる経費については、平日管理料（月額基本管理料）に含めることとする。 

 

２．平日時間外管理料 

 

３．土休日管理料 

 

４．臨時管理料 

以上 
  



資料１ 

 
 

資料２ 

 


